
競

タト
昭
和
十
六
年
二
月
十
五
日

O
械
が
誌
側
貴
族
院
議
事
速
記
録
第
士
二
競

昭
和
十
六
年
二
月
十
四
日
〈
金
曜
日
〉
午
前
十
時
十

二
分
開
議

議
事
日
程
第
十
三
競

¥
昭
和
十
六
年
二
月
十
四
日

午
前
十
時
間
議

第
一
昭
和
十
二
年
法
律
第
九
十
二
競
中
改

正
法
律
案
(
政
府
提
出
-
衆
議
院
選
付
〉

第
一
讃
舎

第
二
健
康
保
険
法
中
改
正
法
律
案
(
政
府

提

出

、

衆

議

院

迭

付

)

第

一

讃

倉

第
三
関
税
徴
牧
法
中
改
正
法
律
案
(
政
府

提

出

、

衆

議

院

送

付

〉

第

一

譲

曾

第
四
関
税
法
中
改
正
法
律
案
(
政
府
提
出
、

衆

議

院

迭

付

)

第

一

譲

曾

第
五
関
東
局
、
墓
湾
線
督
府
、
樺
太
鹿
及

南
洋
麗
ノ
各
特
別
舎
計
一
一
於
ケ
ル
簡
易
生

命
保
険
及
郵
便
年
金
ノ
事
務
ノ
取
扱
一
一
関

ス
ル
経
費
等
一
一
関
ス
ル
法
律
案
〈
政
府
提

出

、

衆

議

院

送

付

〉

第

一

譲

舎

第
六
木
茨
需
給
調
節
特
別
舎
計
法
中
改
正

法
律
案
ハ
政
府
提
出
、
衆
議
院
送
付
)第

一
讃
曾

第
七
借
地
法
中
改
正
法
律
案
(
政
府
提
出
〉

第
一
讃
含
ノ
績
ハ
委
員
長
報
告
〉

第
八
借
家
法
中
改
正
法
律
案
ハ
政
府
提
出
〉

第
一
議
舎
ノ
緩
〈
委
員
長
報
告
〉

第
九
大
正
二
年
法
律
第
九
続
中
改
正
法
律

案
(
政
府
提
出
)第

一
語
合
ノ
綾
〈
委
員
安
報
昔
)

官
報
披
外

昭
和
十
六
年
二
月
十
五
日

第
十
地
方
分
興
税
法
中
改
正
法
律
案
(
政

府
提
出
、
衆
議
院
送
付
〉

第
一
議
舎
/
緩
〈
委
員
長
報
告
〉

姶
舶
保
護
法
案
〈
政
府
提
出
)

第
一
讃
舎
ノ
績
〈
委
員
長
報
告
)

第
十

O
議
長
〈
伯
欝
…
摂
卒
頼
霧
君
〉

ス

報
告
ア
致
サ
セ
マ

〔
白
木
書
記
官
朗
護
)

一
昨
十
二
日
本
院
一
一
於
テ
可
決

y
タ
ル
左
ノ
政
府

提
出
案
ハ
却
H
裁
可
ア
奏
請
シ
叉
可
決
ノ
旨
ア
衆

議
院
三
通
知
セ
リ

期
叩
萌
畿
道
捧
式
含
祉
及
新
潟
臨
港
開
護
株
式
含

祉
所
属
銭
道
買
牧
ノ
魚
公
債
護
行
一
一
関
ス
ル
法

律
案

田
名
部
運
輸
軌
道
株
式
含
祉
所
属
軌
道

y
経
管

慶
止
一
一
封
ス
ル
補
償
ノ
鴛
公
債
務
民
行
一
一
関
ス
ル

法
律
案

富
士
身
延
畿
道
株
式
含
祉
及
白
棚
畿
道
株
式
含

社
所
属
銭
道
買
牧
-
一
関
ス
ル
法
律
案

大
正
九
年
法
律
第
五
十
六
競
中
改
正
法
律
案

軍
機
保
護
法
中
改
正
法
律
案

同
日
本
院
一
二
於
テ
可
決
シ
タ
ル
左
ノ
政
府
提
出
案

ハ
郎
日
之
ヲ
衆
議
院
一
一
送
付
セ
リ

陸
軍
軍
法
曾
議
法
中
改
正
法
律
案

海
軍
軍
法
曾
議
法
中
改
正
法
律
案

同
日
委
員
舎
一
一
於
一
ア
営
選
シ
タ
ル
正
副
委
員
長
ノ

氏
名
左
ノ
如
シ

地
方
分
奥
税
法
中
改
正
法
律
案
特
別
委
員
舎

委

員

長

侯

爵

徳

川

積

貞

君

副
委
員
長
男
目
付
加
藤
成
之
君

貴
族
院
議
事
速
記
録
第
十
三
銃

議
長
ノ
報
告

議
員
ノ
詩
暇

刑
法
中
改
正
法
律
案
特
別
委
員
舎

委

員

長

小

山

副
委
員
長
子
得
高
木

般
舶
保
護
法
案
特
別
委
員
舎
一

委

員

長

白

川

端

夫

君

副
委
員
長
男
得
深
患
隆
太
郎
君

同
日
委
員
長
ヨ
リ
左
ノ
一
報
告
書
ア
提
出
セ
リ

大
正
二
年
法
律
第
九
競
中
改
正
法
律
案
可
決
報

告
書

昭
和
十
四
年
度
歳
入
歳
出
線
決
算
、
昭
和
十
四

年
度
各
特
別
合
計
歳
入
歳
山
判
決
算
審
査
報
告

書昭
和
十
四
年
度
図
有
財
産
増
減
線
計
算
書
審
査

報
牛
口
書

請
願
文
章
目
表
ハ
第
四
同
報
告
)

昨
十
三
日
委
員
舎
一
一
於
テ
営
選
シ
タ
ル
正
問
委
員

長
ノ
氏
名
左
ノ
如
シ

無
意
恥
業
法
中
改
正
法
律
案
特
別
委
員
曾

委

員

長

侯

骨

池

田

宣

政

君

副
委
員
長
子
爵
牧
野
康
照
君

図
家
線
動
員
法
中
改
正
法
律
案
特
別
委
員
舎

委

員

長

子

爵

前

田

利

完

君

副
委
員
長
男
偉
大
井
成
元
君

衆
議
院
議
員
ノ
任
期
延
長
一
一
関
ス
ル
法
律
案
特

別
委
員
曾

公
健
徳
川
家
正
君

大

塚

惟

精

君

経
士
口
君

王
符
君

委
員
長

副
委
員
長

閤
防
保
安
法
案
特
別
委
員
舎

委

員

長

伯

曾

林

博

太

郎

君

副
委
員
長
男
骨
東
久
世
秀
雄
君

帝
都
高
速
度
交
道
管
閣
法
案
特
別
委
員
合

委
員
長
'
子
骨
秋
元
春
朝
君

副
委
員
長
'
男
爵
久
保
岡
敬
一
君

関
税
定
率
法
中
改
正
法
律
案
特
別
委
員
舎

委

員

長

子

傷

加

藤

泰

通

君

副
委
員
長
男
爵
赤
松
範
一
君

樺
太
関
護
株
式
含
祉
法
案
特
別
委
員
舎

委
員
、
長
伯
爵
児
玉
秀
堆
君

訓
委
員
長
男
時
間
布
業
京
君

明
泡
二
十
五
年
三
一
月
三
十
一
民

第

三

種

む

便

物

認

可

向
H
委
員
長
ヨ
リ
左
ノ
報
骨
量
目
ア
提
出
セ
リ

借
地
法
中
改
正
法
律
案
可
決
報
告
書

借
家
法
中
改
正
法
律
案
可
決
報
骨
量
日

地
方
分
奥
税
法
中
改
正
法
律
案
可
決
報
告
書
-

拍
舶
保
護
法
案
可
決
報
告
書

同
日
衆
議
院
ヨ

F
才
/
政
府
提
出
案
ヲ
受
領
セ

p

昭
和
十
二
年
法
律
第
九
十
二
競
中
改
正
法
律

市
荒
木健

康
保
険
法
中
改
正
法
律
案

圏
税
徴
牧
法
中
改
正
法
律
・
案

関
税
法
中
改
正
法
律
案

関
東
局
、
芸
潟
線
替
府
、
樺
太
諮
及
南
洋
藤
ノ

h
h
H

特
別
合
計
一
一
於
ケ
ル
簡
易
生
命
保
険
及
郵
便

年
金
ノ
事
務
ノ
取
扱
一
一
関
ス
ル
絞
費
等
一
一
関
ス

ル
法
律
案

木
茨
需
給
調
節
特
別
合
同
計
法
中
改
正
法
律
案

同
日
衆
議
院
ヨ
リ
本
院
ノ
送
付
一
一
係
ル
左
ノ
政
府

提
出
案
ハ
同
院
一
一
於
テ
之
ヲ
可
決
シ
奏
上
セ
ル
旨

ノ
遇
牒
ヲ
受
領
セ
リ

商
工
舎
議
所
法
第
十
四
僚
ノ
臨
時
特
例
一
一
関
ス

ル
法
律
案

同
日
内
閣
総
理
大
臣
ヨ
リ
左
ノ
通
第
七
十
六
向
帝

閣
議
舎
政
府
委
員
仰
付
一
フ
レ
タ
ル
旨
ノ
通
牒
ヲ
受

領
セ
リ

犬
病
省
所
管
事
務
政
府
委
員

園
民
貯
蓄
奨
励
局
次
長

源
一
信
省
所
管
事
務
政
府
委
員

海
運
監
理
局

同

栗
原

松

永

忠

男

君

米
国
冨
士
雄
君

。
議
長
ハ
伯
爵
松
平
頼
書
君
〉
是
ヨ
リ
本
日
ノ
合

議
ア
開
キ
マ
ス
、
詩
限
ノ
件
一
一
付
御
諮
ヲ
致
シ
マ

ス
、
青
木
一
男
君
、
公
務
ノ
鴛
海
外
族
行
一
一
付
舎
一

期
中
、
請
暇
ノ
申
出
ガ
ゴ
ザ
イ
マ
シ
夕
、
許
可
ア
一

致
シ
マ
シ
テ
御
異
存
ハ
ゴ
ザ
イ
マ
セ
ヌ
カ
一

ハ
「
異
議
ナ
シ
」
ト
呼
フ
者
ア

p
〕

一

O
議
長
〈
伯
欝
松
平
頼
蕎
君
)
御
異
議
ナ
イ
ト
認
一

メ
マ
ス

修
君





ル
必
要
f
認
ヌ
ラ
レ
マ

V
タ
ノ
デ
、
民
法
ノ
特
別

法
ト
V
テ
本
府
案
ガ
制
定
サ
レ
マ

V
bグ
ノ
デ
J
J
ザ

イ
マ
ス
、
共
ノ
世
相
時
n
於
キ
マ

γ
テ
、
木
一
議
場
忌

於
キ
ヤ
ω
V
デ
帯
此
ノ
碍
案
三
何
キ
マ

V
テ
ハ
緩
々

議
論
ガ
加
ヘ
ヲ
い
V

マ
γ
テ
、
成
ル
殺
賃
貸
人
ノ
立

場
ヲ
侠
謎
ス
ル
上
z
於
テ
ハ
必
要
デ
ア
ル
ケ
レ
ド

号
、
或
ハ
共
ノ
結
果
賃
貸
人
ノ
郎
チ
地
主
ト
カ
家

主
ト
云
フ
方
面
三
品
ハ
反
鈎
ノ
給
巣
ガ
生
ズ
ル
ノ

一
デ
ハ
ナ
イ
グ
ラ
ウ
ヵ
、
斯
拙
蝉
ナ
意
味
ノ
論
争
ガ
頼

ケ
ラ
レ

Y
-
V
テ
、
本
時
M

Z

R
キ
マ
N
V
テ
言
明
紫
問

題
同
ナ
η
クマ如
V

グ
二
一
橋
一
ノ
統
合
立
法
ヂ
ア
よ
〆
ノ

ヂ
ヨ
ザ
イ
z

マ
ス
ー
出
陣
f
共
ノ
後
本
法
ヲ
脆
行
一
雪
フ

-レF

マ
γ
タ
結
果
日
一
於
キ
マ
さ
7
、
皆
様
御
承
知
ノ
一

渇
p
、
一
色
々
住
宅
問
題
三
官
キ
マ

V
テ
世
阿
川
=
如

何
A
U
V
イ
間
同
国
ガ
起
リ
マ
M
V
T
、
此
ノ
法
梓
7
t
T

ウ山
y
h
v
完
全
ナ
モ
ノ
己

γ
テ
、
鍵
方
共
安
心
問
糸

ル
ヤ
ウ
コ

V
夕
方
ガ
宜
イ
ヂ
ヤ
ナ
イ
グ
ラ
世
カ
、

臨
町
教
ナ
答
案
ガ
ア
リ
マ

V
タ
ノ
デ
ゴ
ザ
イ
Y

ス、

充
様
ナ
場
合
=
、
本
改
正
案
ガ
接
糾
ニ
ノ
リ
マ

γ
タ

e

ノ
デ
、
一
倍
此
ノ
意
味
ヲ
深
グ
V
強
ク
ス
ル
ト
云

フ
ヤ
ウ
ナ
改
正
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
ノ
ヂ
、
自
然
委
員

諸
君
-
一
於
カ
レ
マ
hv
テ
モ
共
ノ
描
ハ
非
常
三
食
臨

サ
レ
マ

γ
テ
、
現
布
御
ゑ
知
ノ
回
出
H
厚
生
省
n
u
於

キ
マ
V

テ
、
住
宅
倒
凶
闇
品
付
キ
マ
V

T

A

住
地
器

開
法
ト
ヵ
住
宅
組
合
法
ト
カ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
法
律
ヲ

傍
テ
、
此
ノ
間
同
議
7
解
決
セ
ン
ト
ス
ル
ヤ
官
ナ
此

ノ
時
口
、
ソ
レ
2

・
少
シ
デ
モ
裳
支
7
生

a

ス
ル
ヤ
ウ
z

ナ
心
配
ノ
ア
ル
此
ノ
改
正
ヲ
ス
ル
ノ
ハ
ド
ウ
J
7
7

3
ヵ
、
マ
ア
斯
様
ナ
仰
心
持
モ
委
昌
耐
震
ニ

7

F
マ
V

タ
ノ
デ
、
何
ト
カ
V

T

此
ノ
法
律
ノ
よ
=

於
一
ア
先
殺
ナ
心
配
ノ
ナ
イ
ヤ
ウ
E

餅
繰
越
同
ガ
山

系
ヌ
モ
ノ
デ
ア
ラ
ウ
カ
、
主
州
市
叩
四
日
ベ
タ
シ
パ
本

法
ノ
上
a
於
テ
左
様
ナ
ヨ
ト
ヲ
明
記
N
v
p
方
ガ
宜

イ
ノ
ヂ
ヤ
ナ
イ
グ
ラ
ウ
ヵ
、
ト
云
フ
十
ウ
ナ
得
意
見

モ
ア
H
4
M
V
b
タ
ノ
ヂ
、
共
ノ
餅
ヲ
少
V
申
上
グ
タ

イ
F
存
ズ
ル
ノ

J

ア
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
ヅ
レ
デ
本
法
律

ノ
ぃ
中
立
、
方
総
ナ
ヨ
ト
ヲ
明
記
ス
ル
ト
一
胃
プ
コ
ト
ガ

出
来
ル
カ
問
糸
ナ
イ
カ

l
、
新
桜
ヲ
御
質
問
f
ア

リ
マ

γ
タ
ノ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
ケ
レ

F
自
宅
、
司
法
省

i
f
 

H
τ
t
*量
'
弘
創

ahH'

昭
和
十
宍
年
二
月
十
五
日

世
両
局
=
於
カ

2
5そ
、
品
品
川
ノ
酔
制
ハ
深
一
グ
考
へ
一

y
レ
ヲ
問
題
呉
川
供
と

γ
デ
モ
、
ゑ
梧
金
官
一
致
一

V
チ
、
善
良
ナ
ル
地
主
家
主
ヲ
怖
藍
ス
ル
趣
旨
7
一

一
フ
レ
マ
ω
V
A
J
、
懇
切
込
丁
壊
二
押
読
明
ガ
ア

ud
マ
一
司
ノ
以
テ
可
決
相
成
昔
マ
ω
V
M
グ
骨
ノ
」
ア
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
一
合
ン
ヂ
居
F
マ
セ
ヌ
ロ
ト
ハ
勿
論
、
忍
質
ナ
ル
借
一

N
V
タ
ノ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、

y
ν
z
u依
F
マ
ス
ト
宏
一
今
希
望
決
議
ヲ
期
満
致
N
V

マ
ス
、
「
政
府
山
商
法
律
一
地
人
、
恰
家
人
ア
保
殻
ス
ル
ト
武
フ
趣
旨
ハ
山
山
主
一

フ
ト
、
御
承
知
ノ
遇
リ
特
別
法
土
再
y
モ
ノ
ハ
、
一
祭
賞
施
異
常
F
普
良
ナ
ル
土
地
及
室
鹿
児
所
有
者
ヲ
一
合
1
J
T
屠
リ
マ
セ
ヌ
、
此
ノ
改
正
案
ハ
、
何
農
迄
一

普
通
法
ノ
市
ノ
一
部
ノ
モ
ノ
ヲ
別
昌
N
V
テ
特
殊
ナ
一

y
テ
不
安
ノ
念
7
抱
カ

γ
メ
サ
ル
マ
ウ
払
意
ア
ラ
一
号
賃
料
延
滞
共
ノ
他
ノ
債
務
不
旗
行
ナ
キ
借
地
人
一

規
定

Z
Vテ
居

p
マ
ス
ノ
デ
、
此
ノ
特
別
法
7
働
一
ム
ロ
ト
ヲ
墜
と
、
斯
様
ナ
意
味
ノ
希
望
決
議
案
デ
一
借
出
品
人
"
刀
、
阜
ナ
ル
史
萩
ノ
担
絶
叉
ハ
得
約
ノ
中
、
一

カ
セ
マ
ス
ム
一
一
於
テ
ハ
自
然
曲
官
通
法
モ
同
時
三
俄
一
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
以
上
鮪
単
デ
d
ザ
イ
マ
町
内
ケ
レ

F
一
入
旦
般
世
マ

V
テ
、
共
ノ
住
居
ヲ
夫
七
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